
狩野川東部浄化センター 多目的広場利用申込書 

１ 利用目的  

２ 利用日時 

・函南町、伊豆の国市、伊豆市内の団体は利用日の属する月の３ヶ月前の１日から３ヶ月分、左記以外の団体は利用日

の属する月の２ヶ月前の１日から３ヶ月分の申し込みできます。 

・記入が不足する場合は、別紙に記入してください。 

 

令和   年   月   ，  ，  ，  ，  日（   曜日）   時   分 ～    時   分まで 

 

令和   年   月   ，  ，  ，  ，  日（   曜日）   時   分 ～    時   分まで 

 

令和   年   月   ，  ，  ，  ，  日（   曜日）   時   分 ～    時   分まで 

 

３ 利用団体名  ４ 利用人数 大人    人 子ども   人 

上記のとおり利用したいので申込みます。令和   年   月   日 受付番号 第       号 

責任者  

住 所                              

氏 名                              

電 話                              

受付印 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

沼津土木事務所長 様（下水道課狩野川東部浄化センター班扱い） 上記について受付しました。 

※ 広場を利用される方は、この申込書を持参してください。 

※ 本申込書は、団体の人数を把握し多目的広場の利用に支障がないか確認するためのもので、占用利用を許可するものではありません。 

※ 混雑時には、責任者が譲り合いの精神のもとその他の利用者と調整をして使用してください。 

※ 裏面の「多目的広場を利用するにあたっての注意事項」をよく読んで、使用してください。

様式 1 

 

 



 

多目的広場を利用するにあたっての注意事項 

当多目的広場は公共広場であり、多数の人が利用します。 

施設の利用にあたっては下記注意事項を順守し、譲り合いの精神で気持ち良くプレーしてください。 

 

１. 利用申込書に記載した目的以外に使用できません。 

２. 利用予定の変更又は中止する場合は、あらかじめ狩野川東部浄化センターあてに連絡してください。 

（ ＴＥＬ：０５５－９７８－７５１７ ） 

３.  利用時間を厳守してください。 

（午後５時（夏季は午後６時）に門扉を閉めます。利用が終わったことを休日は監視員に、休日以外は管理本館の職員に連絡

して下さい。） 

４.  ゴミや空き缶類は持ち帰り願います。 

５.  建物やフェンス植木等に、ポスターや看板等を掲げたりすることはできません。 

６.  火気は使用禁止です。 

７.  多目的広場以外には立ち入りできません。 

８.  車や自転車の乗り入れは、多目的広場の専用駐車場を利用してください。 

９.  物品の販売はできません。 

１０. 他人に危険な競技や遊戯は認めません。また、上部利用施設を破損するおそれのある競技も認めません。 

例） 野球、サッカー（ポイント付きのシューズ使用の場合）、ゴルフ、 

ローラースケート、スケートボード等 

１１. 利用者の過失により広場の施設や場内施設を損傷した場合は、利用者の負担で復旧していただきますので、十分注意して利

用してください。 



別紙 

２ 利用日時 

（続き） 

・利用日の属する月の３か月前の１日から申し込みできます。 

 

令和   年   月   ，  ，  ，  ，  日（   曜日）   時   分 ～    時   分まで 

 

令和   年   月   ，  ，  ，  ，  日（   曜日）   時   分 ～    時   分まで 

 

令和   年   月   ，  ，  ，  ，  日（   曜日）   時   分 ～    時   分まで 

 

令和   年   月   ，  ，  ，  ，  日（   曜日）   時   分 ～    時   分まで 

 

令和   年   月   ，  ，  ，  ，  日（   曜日）   時   分 ～    時   分まで 

 

令和   年   月   ，  ，  ，  ，  日（   曜日）   時   分 ～    時   分まで 

 

受付番号 第       号 

受付印 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

上記について受付しました。 

沼津土木事務所下水道課 狩野川東部浄化センター班 


